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受
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（
質
問
の 

一
〇
） 

答

弁

第

一

〇

号 

   

衆
議
院
議
員
栗
田
翠
君
提
出
東
亜
燃
料
工
業
株
式
会
社
清
水
工
場
の
増
設
計
画
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
七
第
一
〇
号 

昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
栗
田
翠
君
提
出
東
亜
燃
料
工
業
株
式
会
社
清
水
工
場
の
増
設
計
画
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

東
亜
燃
料
工
業
株
式
会
社
清
水
工
場
の
増
設
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
の
石
油
審
議
会
に
お
い

て
増
設
の
許
可
を
し
て
も
よ
い
と
の
答
申
を
得
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
昭
和
五
十
年
九
月
二
十
六
日
に
開
催
さ

れ
た
同
審
議
会
は
、
同
工
場
に
係
る
特
定
設
備
の
設
置
を
当
面
一
年
程
度
見
合
せ
た
い
と
の
通
商
産
業
省
の
方

針
を
了
承
し
た
。 

こ
の
た
め
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
同
工
場
の
増
設
に
つ
い
て
現
在
直
ち
に
石
油
業
法
に
基
づ
く
許
可
を
与
え

る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

な
お
、
本
件
の
増
設
許
可
に
当
た
つ
て
は
慎
重
な
検
討
を
行
い
対
処
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

増
設
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
大
気
汚
染
等
公
害
防
止
対
策
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
が
講
ぜ

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

御
指
摘
の
昭
和
四
十
五
年
八
月
十
七
日
付
け
通
達
（
海
上
保
安
庁
通
達
）
が
対
象
と
し
た
シ
ー
バ
ー
ス
と
は
、

同
通
達
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
陸
岸
か
ら
離
れ
た
地
点
に
設
置
さ
れ
る
け
い
留
施
設
を
い
う
も
の
で

あ
る
が
、
東
亜
燃
料
工
業
株
式
会
社
清
水
工
場
の
原
油
受
入
れ
バ
ー
ス
は
、
昭
和
四
十
七
年
八
月
、
同
工
場
の

東
側
護
岸
前
面
に
陸
岸
に
接
続
し
て
設
け
ら
れ
た
大
型
タ
ン
カ
ー
用
バ
ー
ス
で
あ
つ
て
、
同
通
達
が
対
象
と
す

る
シ
ー
バ
ー
ス
に
は
該
当
し
て
い
な
い
。 

な
お
、
前
記
通
達
に
代
え
て
定
め
ら
れ
た
昭
和
四
十
九
年
三
月
二
十
日
付
け
通
達
は
、
一
般
に
は
前
記
の 

シ
ー
バ
ー
ス
を
含
め
て
大
型
タ
ン
カ
ー
用
バ
ー
ス
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
建
造
位
置
に
関
す
る
距
離
等
の
基 

四 

 



 

五 

準
に
つ
い
て
は
、
旧
通
達
が
対
象
と
し
た
も
の
と
同
じ
シ
ー
バ
ー
ス
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
前
記
東

亜
燃
料
工
業
株
式
会
社
清
水
工
場
の
バ
ー
ス
は
対
象
と
な
ら
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

当
該
増
設
に
つ
い
て
前
述
の
と
お
り
今
日
ま
で
石
油
業
法
に
基
づ
く
許
可
を
行
つ
て
い
な
い
が
、
今
後
も
本

件
許
可
に
つ
い
て
は
、
厳
正
か
つ
慎
重
に
取
り
扱
う
方
針
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




